
（資料9）養育医療給付事業の徴収基準績表等の取り扱いに  

ついて  

養育医療給付事業の徴収基準額表等の取扱いについて  

1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援   

に関する法律の一部改正   

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援  

に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年4月1日から施行さ  

れることに伴い、養育医療給付事業の徴収基準額表、結核児童療育給付  

事業の徴収基準額表、小児慢性特定疾患治療研究事業の自己負担限度綾  

表及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の徴収基準額表（以下  

「徴収基準額表等」という。）において、支援給付受給世帯を生活保護世  

帯と同様の扱いとする  

2 電子申告に係る所得税額の特別控除   

租税特別措置法の一部改正により、電子証明書を有する個人の電子情  

報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度が創設され、電子  

申告により所得税の申告を行った場合に所得税が控除されることとなっ  

たが、徴収基準額表等を適用する際は、同特別控除を適用しないことと  

する。   

したがって、電子申告により所得税の申告をし、所得税が減額されて  

いる場合でも、控除前の額で徴収基準績表等を適用することとなる。  

3 要綱の改正   

支援給付受給世帯及び電子申告に係る特別控除について規定するため、  

徴収基準額表等を含む以下の要綱を一部改正する予定である。  

・平成19年度母子保健衛生費等国庫負担金（補助金）及び結核児童療   

育貴国庫負担金交付要綱  

・小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱  

・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱  

4 施行日   

改正要綱については、平成20年4月1日から適用する予定である。  
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（資料10）未熟児養育医療給付事業の実施状況  

未熟児養育医療給付実施状況（平成18年度）  （単位人）  
都道府県  中核市  

計  計  
指定都市  特別区  
山  北海道  57  国  124  142  41  岨  印  529  田  旭  川  10  田  14   
2  青  森  65  59  72  54  34  u  31  322  66  函  館  6  16  15  9  0  0  0  46   
3  岩  手  田  42  66  62  39  田  25  284  67  書  森  田  向  3  6  口  0  田  18   
4  宮  城  30  43  51  50  46  14  
5  秋  田  15  24  23  26  28  10  2 

山  形    20  24  
7  福  島  26  37  39  39  田  田  29  223  田  宇都宮  9  16  18  19  m   4  8  85   
8  茨  城  55  91  98  87  27  9  20  387   川  越  6  12  16  18  18  13  35  118   
9  栃  木  63    66  62  49  23  68  407  73  船  積  10  32  24  岨  12  8  0  103   
10  群  馬  42  53  54  80  田  20  69  343  匂  横須賀  n  8  口  12  10  6  12  64   
皿  埼  玉  148  204  223  245  193  94  389  1，496  75  相模原  23  33  39  団  田  8  6  159   
山  千  葉  113  15亡i  174  179  104  27  田  767  76  吉  山  田  22  26  21   3   8  96   
田  東  京  115  15‘l  145  144  134  76  234  999  田  金  沢  5  19  20  柑  6   15  84   
山  神奈川  68  10（）  113  108  四  45  38  524  78  長  野  10  18  15  田  田  田  9  81   
15  新  潟  28  6：i  71  73  59  15  46  355  79  岐  阜  10  14  14  21   5  0  5  69   

山  富  山  14  22  34  23  四  7  16  129   20  6  0   1 77 
円  石  川  22  26  25  23  13  8  26  143  81  豊  田  ロ  四  9  田  4  2  10  回   
18  福  井  22  34  40  34  23  6  15  174  82  岡  崎  13  22  22  16   2 O 1 76 
19  山  梨  21  20  42  43  4  3  0  133  83  」■■■五  6  皿  10  12  9  3  田  田   
20  長  野  59  72  62  田  68  25  89  453  84  東大阪  口  20  山   8 7 4 2 59 
21  岐  阜  29  36  47  35  21   可  28  203  85  姫  路  10  29  23  33  21   5  2  123   

22  静  岡  65  80  102  110  46    26  436  86  奈  良  岨  m  g  13  8  田  36  90   
23  愛  知  115  169  146  151  79  31  甜  762  87  和歌山  由  12  13  10  田  山   7 60 

24  三  重  35  4■7  了0  59  29  19  37  296  88  岡  山  10  35  27  40  14  0  20  146   
25  滋  賀  39  52  61  55  37  9  19  272   
26  京  都  32  40  51  49  42  14  49  277   
27  大  阪  124  180  179  147  102  24  102  858  91  下  関  2  3  8  16   4    5  45   
28  兵  庫  72  9‘7  121  130  49  19  30  518  92  高  松  12  17  16  16  20  4  8  93   
29  奈  良  38  32  44  51  31  18  93  307  93  松  山  16  20  同  26  8  2  4  97   

30  和歌山  19  23  26  31  18  田  27  149  94  高  知  四  田  田   
31  鳥  取  12  16  33  19  2  口   7  90  95  長  崎    25  18   
32  島  根  20  26  田  33  4  山   6  117  96  熊  本  26  35  48  45  2g  10  42  235   
33  岡  山  9  18  21  19  15  4  14  100   
34  広  島  22  44  32  32  34  13  38  215  98  宮  崎  9  8  15  20  5  0  何  62   
35  山  口  38  54  44  62  29  14  80  321  99  鹿児島  田  24  47  39  42  18  67  260   
36  徳  島  26  30  田  28  4  2  田  127  100  小  樽  3  5  3  山   5  

37  香 Jl  19  12  21  25  10  田  19  111  101  藤  沢  8  16  14  15  円  6  35  111   
38  愛  媛  22  37  26  44  15  山  4  153  102  尼  崎  16  24  15  田  19  口  21  130   
39  高  知    1了    22  口  77  103  西  宮  24  23  27  26  20  田  田  154   
40  福  岡  68  118  144  川2  35  5  20  532  104  呉   6  8  14  23  9  4  75   

41  佐  賀  40  38  54  36  9  6  15  198  105  大牟田  4  5  4  9   4  0  0  26   

42  長  崎  22  38  46  田  6  田  山  160  106  佐世保  6  10  8  m  皿   52   
43  熊  本  40  39  49  47  26  9  40  250  小  計   469  702  738  775  502  193  55g  3．938   
44  大  分  20  18  24  29  同  18  125  107  千代田  口  2  口  n   2  0   8   

45  宮  崎  20  30  38  田  33  田  34  208  108  中  央  山   2  10    0   
46  鹿児島  36  42  55  60  64  21  67  345  109  港   8    6  3  6  48   
47  沖  縄  46  113  120  119  39  ロ  455  110  斬  宿   2  5  39   
小  計   2．062  2，859  3．175  3，189  1．784  717  2，049  15．835  m  文  京  3  u   3    2  2    29   
48   二  74    89  81  四  山  10  363  112  台  東  凹  3  5  日   0    22   
49  仙  台  45  40  41  65  52  9  27  279  113  墨  田  9  田  5  6  6  田  4  47   
50  さいたま  田  45  田  54  72  24  104  393  114  江  東  四  16  19  凶   5   9  88   

凶  千  葉  36  43  46  41  43  10  9  228  皿  品 Jl  田  13  13  20  8  6  四  81   
52  横  浜  113  146  169  144  136  56  165  929  116  ；      5  10  了  8  4  2  4  40   
53  川  崎  53  65  59  52  43  26  69  367  117  大  日  15  18  26  31  16  7  21  134   
54  新  潟  14  恒  田  田  25  山  16  141  118  世田谷  16  24  田  田  円  口  15  126   
55  静  岡  16  28  34  27  円  4  20  146  119  渋  谷  2  8  5  何  3  2  3  30   
田  浜  松  25  4．了  35  44  22  8  9  190  120  中  野  13  四  8  14  3  0  10  60   
5了  名 古屋  46  85  田  88  38  田  51  406  四  杉  並  7  m  19  21   3    83   
58  京  都  48  60  由  68  42  田  50  338  四  豊  島  6  6  田  6   4    31   
59  大  阪  78  108  106  83  78  32  61  546  123  北   9  9  9  5  49   

60  堺   24  33  35  19  18  6  33  ●；  124  荒 Jl  3  5  4  口   4   1 19 

皿  神  戸  66  1■4  6了  82  45  16  41  391  125  板  橋  14  13  26  田  四  4  10  g9   
62  広  島  19  46  62  81  田  田  48  327  126  練  馬  同  30  田  19  14  田  8  ＝3   
63  北九州  12  36  26  38  5  0  3  120  山  足  立  19  25   
64  福  岡  34  65  田  99  20  田  5  295  128  ≡・   ＝‘■  印  24  12  四  4  3  3  69   
小  計   742  1．030  1．055  1，087  727  265  721  5．627  129  江戸Jl  20  由  30  24  川   6  14  136   
合  計   3，492  4．904  5，25g  5，355  3．158  1．237  3．496  26．901  小  計   219  313  291  304  145  田  16了  1．501   

平成18年度母子保健衛生費国庫負担金事業実績報告による。  
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（資料11）小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況  

小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況（、        平成18  年度）  （単位人）  

悪性新生物  佳性腎疾患  慢性呼吸器  
疾患   異常   液疾患   農   疾患   

北  421   214   26   308   768   91   208   120   88   83   51  2378   

書   259   89   37   204   372   180   123   59 _ 78   34 _ 46  1481   

手   201   82   27   107   393   78   93   81   69   35   33  1199   

宴城県   181  103   46   141   448   31   100   64  43   27   31  1215   
秋 田 県  140   95   47   192   33   40   55   29   27   672   

山 形   196   55   四  54   331   26   78   48   61   21   25   906  

211   115  18  104   378   45   128   54   65   26   25  1169   

茨城   336   208   55  486  536   79 _ 153   g2   75   87   50  2157  

198   109  81  290   322   43 _ 垣   46   59   90   41  1350   
129   26   212   414   43   141   57   43   47   41  1．388   

群 馬 県   235                        玉   759   518   155   771  1318   217   321   232   192   121   144  4748   

薫   586  543   32? _ 933  1230   2ヰ6   320   165   142   291   123  4900   

東   1080  1043  垣  1960  2111   421   ヰ86   432   335   491   215  8685   

53   483 _ 429   89 _ 175   61 _ 37   88   63  2064   
士■川   367  219                      薪潟 県   237  118   12   85   434   28   72   61   41   63   41  1，192   

37   214   14   37   14   15   3   10   518   

山   100 76  33  41                    石 川    69  20   202   182  54   38   26   26  10   26  729   

言差    102  52  7   100  260  21   43   42   31   23   23  704   
50                      山梨    97  29   43   286   之1 54  32   25   16   26   679   

249   85   27   97   587  44  124   88   85   34   62  1．482  
178   77   6  41  442   47   104   71   44   20   48  1078  

311  117   27   113   876   52   115 _ 95 _ 102   39   52  1899   

知   526  746   51   149  831   88   183   255   173   41   83  3126   

＝ 圭 －   286   91  33   150   595   
滋 ラモ 凡  

54   90 _ 60   82 _ 30   55  1526  
203   117   26   368   484   122   71   51   66   69   34  1．611  

190  79   33   245   315  63   80   46   58   43   32  1184  
132   97（S  1492   154   222   227  166   250   94  4749  560  476                         354  161   38   136   977   92   173   127   110   53   64  2285   

悶   151   118 _ 35   338 _ 377   63   55   40   72   57   22  1328   

和歌山  県   76   35   6   106   191   27   38   33   28   6   15   561   
78   24   3   28  148   15   34   23   15   15  25   408  

・取                                延   44   9   49   298   23   37   33 _ 35   13   22   674   

山  98   51   2   21   302   20   58   24   22   22   23   643   

広    162   159  15   215   362   51  68   51   43   41   36  1203   

山 口  131   66   35   74   477   39   73   44   39   19   24  1．021  

94   3   24  147   28   81   38   27   10   12   603   

139                        川    69   19   13   13   204   7   36 _ 28   21   9   7   426  

106   35   4   30   311   26   65   35   45   6   28   689   

知    46  46   36   136   23   9   18   5   6   337   
357   126   45   70   615   68   152   112   92   20   53  1．710   

翼   112   39   23   24   228   20   59   40   51   16   26   638  

170   109  38   72   362 _ 50   108   85   29 _ 36   40  1099  

161   72 _ 24   25 _363 _ 18   83   53   44   26   27  898  

101   63   13   4丁   239   24   52   29 _ 44   21   644  

＝■■「‘  123   72   14   53   268   23   52   41   18   25   18   707   
143   76   20   119   340   39   82   47   44   24   24   958   

247   140   131  255   872   100   116   75   85   47   2！I  2097  

119   31   99   603 _ 54   125   75   73   78   23  1489   
鹿l                           挿                                209                        仙l台    169   

い二    126   
61   48   163   427   32 _ 66   55   64   35   30  1150  
84   21   136   271   29   56   38   33   19  21   834   

105   156   80   165   257   50   58   40   23   56   25  1015   

288   77   570   637   151 _ 185   102   136   106   104  2837   

134   10   305   330   71  75   52   66   46   38  1267   

粟                            浜    481                        川    140                        静岡  36   
名古屋市  

8   34  216   12   26   17   28   12 _ 8  510  
280   216   21   64   666   36   72   54   98   28   48  1．583  

36   15   2   20 _ 131   13   20   15   10   13   276  
33   19   117   89   12   21   13   13   29   8   393   

いわ  39  20   0   29   68   13   9   9   7   2   203   
73   19   114   177   12   37   32   20   42   9   585   

l    50                        須    40   14   68   104   8   29   9   15   7   316   

87   18   123   121   27   27   20   21   16   17   530   

原    53                        潟    121   30   9   28   237   18   61   29   28   47   22   630   

56   28   28   21   117   8   23   8   12   2   3   306   

金 沢  60   22   5   111   93   14   19   17   13   2   8   364  

46   15   6   20   g9   6   22   10   10   31   10   275  

浜 公 市  73   22   5   12   131   19   13   23   10   3   15   326  
119   40   10   29   413   19   44   30   19   10   16   749   

45   32   0   12   115   6   18   12   13   3   8   264   

38   3   118   16   12   14   6   ‖   290   

豊 田   50  
31   2   16   89   6   29   16   7   3   8   234   

35   65   136   12   12   14   12   6 _ 351   
26   6   41   190  12   30   14   20   15   9   432   

39   5   32   100   12   23   10   17   6   16   329   

阪   69                        姫 路 市   69                        太   46   56   9   108   136   31   16   20   15   13   6   456   

16   0   45   133   12   28   17   14   0   12   309   

歌山   32                        山   97   47   5   30   366   17   35   33   32   17   23   702   

26   6   41   190   12   30   14   20   15   432   

熱市  69  柑   3   114   218   39   33   28   16   43   577   
14   4   13   77   4   13   12   3   4   3   187   

16   2   9   147   6   21   18   20   12   12   328   

下  市  40  14   8   26   167   14   25   19   21   2   10   37＄   

嵩知  34   32   2   15   102   5   18   7   15   3   234   

46   36   14   53   155   8   31   14   5   9   382   

蔓室  1．蔓  7 皇室 旦9  47  蔓 ヨ Zタ  寧 
？ 芦 5 亘毒．，  1 2．§  リ   ！．⊇  タ 飽．．．黍．．市 太．．分‖．．市  亭 旦？  ユ．塁．9．  4 之卓  9 6 ヨ 

鹿児島市  88  44  81  23【I  50 5 591  

合計  
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（資料12）都道府県の主な母子保健指標等   

都道府県別主な母子保健指標等（平成18年度）  

周産期死亡率＝   妊娠満22週以後の死産数十早期新生児死亡数  

出生数＋妊娠満22週以後の死産数  
2）人工妊娠中絶件数及び実施率は保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）による。  
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（筆料13）平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について（案）  
（平成20年2月13日 中央社会保険医療協議会 総会資料（抜粋））  

中医協 総－1  

2 0． 2．13  

平成20年度診療報酬改定における   

主要改定項目について（案）  

（注）3月中に告示を公布する予定である。   

（平成20年2月13日 中央社会保険医療協議会 総会 資料（抜粋））  
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【緊急課題－1（産科・小児科への重点評価について）－①】  

ハイリスク妊産婦管理の充実一拡大  
骨子【緊急課題－1－（1）】  

第1 基本的な考え方  

合併症等によりリスクの高い分娩を伴う妊産婦の入院について、平成18  

年度診療報酬改定において、ハイリスク分娩管理加算を新設し、診療報酬上  

の評価を行った。  

さらに、こうした評価を勤務医の負担軽減につなげるため、ハイリスク分  

娩管理加算については、産科勤務医の負担軽減のための計画作成を義務付け  

るとともに、評価の引き上げを行う。  

また、ハイリスク分娩管理加算の対象となっていない妊婦でもリスクの高  

い分娩があることや、分娩を伴わなくてもリスクの高い妊娠があるため、そ  

うした患者の継続的な管理についても、診療報酬上の評価を行う。  

このほか、こうした患者を診療する上で必要な検査であるノンストレステ  

ストの対象者の拡大も行う。   

l  

の  
の 第2 具体的な内容  

1  

1／ヽイリスク分娩管理加算の対象拡大と評価の引上げ  

1，000点（1日につき）  2 ハイリスク   

［対象者］  

妊娠22退から32週未満の早産、妊娠高血圧症侯群重症、前置胎盤、妊娠30週  

未満の切迫早産、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患、膠原病、特発性血小板減少  

性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、HIV陽性及びRh不適合等のいずれかを合併す  

る妊婦   

3 ノンストレステストの対象の拡大  

現 行   改正案   

【ノンストレステスト】   【ノンストレステスト】   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠中毒症、子宮内胎児発育不全、胎盤機  40歳以上の初産婦、8Mlが35以上の初   

能不全、多胎妊娠、Rh不適合若しくは羊水異  塵埋」妊娠高血圧症侯群、子宮内胎児発育不   

常症、子宮収縮抑制剤使用時又は糖尿病、甲  全、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、胎盤機能   

状腺機能先進症、膠原病若しくは心疾患であ  不全、多胎妊娠、羊水異常症、塑造塾直⊥子   

る妊娠中の患者に対して行った場合  宮収縮抑制剤使用時又は心疾患、糖尿病、甲  

状腺疾患、腎疾患、膠原病、特発性血小板減  

少性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、‖V  

陽性及びRh不適合等の妊婦  

［算定回数］  ［算定回数］   

入院中では1週間につき1回に限り、入院  入院中では1週間につき旦旦に限り、入院   

中以外では1月につき1回に限り算定   中以外ではユ遭遇につき1回に限り算定   

現 行   

1，000点   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠22退から27過の早産、40歳以上  妊娠22退から旦旦遵奉塵の早産、40歳   

の初産婦、分娩前のBMIが35以上の初産婦、  以上の初産婦、分娩前のBMlが35以上の初   

糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常  産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期   

位胎盤早期剥離   剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、  

糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、  

血友病、出血傾向及びH】V陽性等の妊産婦  

［施設基準等］  

病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整  

備されていること  
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【緊急課題－1（産科りj、児科への重点評価について）－②】  

産科医療に係る地域ネットワークの機能に  
関する評価  

骨子【緊急課題－1－（1）】  

第1基本的な畳主立  

リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、  

各都道府県において、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療  

ネットワークの整備が進められており、こうした取組をさらに進めるため、  

医療機関間の連携体制や妊婦の救急受入れについての評価を行う。  

3妊産耶急暇人院加算の創陛 5′000点（入院初旧）  

［算定要件］  

妊娠状態の異常が疑われ緊急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた  

場合に算定する  
［施設基準］  

妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十  

分な体制が整備されていること  

［対象患者］  

1 妊娠状態の異常が疑われ、救急車等により当該医療機瀾に搬送された妊産婦  

2 他の医療機関において、妊娠状態の異常が認められ、当該医療機関に緊急搬送され  

た妊産婦  

3 助産所において、妊娠状態の異常が疑われ、当該医療機関に緊急搬送された妊産婦  

のいずれかであって、医療保険の対象となる入院診療が行われた者（ただし、直近3ケ  

月以内に当該医療機関の受診歴のある患者は除く。）  

第2 具体的な内容   

1 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の対象拡大  

現 行   改正案   

【ハイリスク妊産婦共同管理料】   【ハイリスク妊産婦共同管理料】   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠22退から27過の早産、40歳以上  妊娠22退から旦旦週壷屋の早産、40歳   

の初産婦、分娩前のBMlが35以上の初産婦、  以上の初産婦、分娩前の帥lが35以上の初   

糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常  産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期   

位胎盤早期剥離   剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、  

糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、  

血友病、出血傾向及びHIV腸性等の妊産婦  

妊娠30週未満の切迫早産、甲状腺疾患、  

腎疾患、膠原病及びRh不適合等の妊婦   

④旦＿＿＿詮盈  提供料（Ⅰ）の加算の創設  200点  

［算定要件］  

ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）の施設基準の届出を行っている保険医療機関か   

らハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）の基準を満たす病院に対する紹介に限る  

［対象者］  

ハイリスク妊産婦共同管理料の対象者  
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【緊急課題－1（産科りJ、児科への重点評価について）－③】  

周産期医療における新生児に対する医療  
及び救急搬送に係る評価について  

第1 基本的な考え方  

リスクの高い新生児に高度の医療が適切に提供されるよう救急医療機関等   

での病態の安定化後に産科や小児科などの専門的な医療機関で治療を行う必   

要がある場合に、病態の急激な変化に対応できるよう、医師が同乗し、必要   
な医療機器等を備えて、救急用の自動車等で当該患者を搬送する必要が生じ  
ている。  

【緊急課題－1（産科り小児科への重点評価について）－④】  

小児の手厚い入院医療の評価  

骨子【緊急課題－1－（幻】  

第1基本的な考え方  

子ども病院を始めとする地域の小児医療の中核的役割を果たす医療機関に   

おいては、現行の小児入院医療管理料1で求めている要件以上の手厚い人員   
配置により、高い水準の医療が提供されている。こうした医療機関について、   
新たな区分を設け、診療報酬上さらに高い評価を行う。  

現 行  改正案   

【小児入院医療管理料】（1別こつき）  【小児入院医療管理料】（1日につき）  

1  4．500点  

1  3，600点     2   3．600点   

2  3，000点  3  3．000点   

3  2，100点  4 2．100点  

［施設基準等】  

小児入院医療管理料1  

1常勤の小児科又は小児外科の医師20人  

以上（複数の医師が協同して常勤の場合と  

同等の時間の勤務が行われている場合に  

は、10名までは常勤として取り扱う。）  

2新生児及び乳幼児の入院での手術が年間  

200例以上  

37：1以上の看護配置で、夜間も9：1  

以上を確保  

4平均在院日数21日以内等  

改正案   

現 行    改  【新生児入院医療管理加算】（1日につき）  【新生児入院医療管理加算】く1日につき）   

750点   800点   

2 小児患者等を含めて病態が不安定な患者を、医師が同乗し救急用の自動車   
等で搬送した場合の評価を引き上げる。  

現 行   改正案   

【救急搬送診療料】  650点  【救急搬送診療料】  改            1，300点  



【緊急課題－1（鹿科り」、児科への重点評価について）－⑤】  

障害を持つ小児への手厚い医療の評価  
骨子【緊急課題一1－（3）】  

第1 基本的な考え方  

超重症児や人工呼吸器を装着した患者が多い施設において、より手厚い看護   

配置を行うものを適切に評価する観点から、以下の措置を講ずる。   

1超重症児・準超重症児の中でも、状態が特に安定しない乳幼児期の患者に  

ついて、重点的に評価を行う。  

2 肢体不自由児（者）等を対象とする施設において、一定以上の割合で超重  

症児等が入院していることを条件として、障害者等入院基本料に7対1入院  

基本料を創設する。  

2 肢体不自由児施設等に限り、障害者施設等入院基本料に、超重症児等の入   

院比率を条件とする7対1入院基本料を新設する。  

【障害者施設等入院基本料】（1日につき）  

1牒1，555点  

【障害者施設等入院基本料】（1日につき）  

110対1入院基本料  

2 13対1入院基本料  

3 15対1入院基本料  

2 10対1入院基本料 1  点
点
点
 
 

9
 
2
 
4
 
 

6
 
9
 
5
 
 

2
 
0
 
9
 
 

1
 
 
1
 
 

300点  

3 13対1入院基本料 1，092点  

4 15対1入院基本料  954点  

［施設基準等］  

7対1入院基本料  

1 当該病棟において、入院患者7に対し看   

護職貞1以上を配置すること。ただし、看   

護職長の最小必要数の7割以上が看護師で   

あること  

2 当該病棟に入院する患者のうち、3割以   

上が超重症児（者）又は準超重症児（者）   

であること  

3 肢体不自由児施設、重度心身陣育児施設   

又は国立高庇専門医療センター並びに独立   

行政法人国立病院機構の設置する医療機関   

であって厚生労働大臣の指定するもの  

第2 具体的な内容   

1 超重症児等について  

状態が特に安定しない乳幼児期の患者について、特に加算を引き上げる。  

現 行   改正案   

【超重症児（者）入院診療加算・準超重症児  【超重症児（者）入院診療加算・準超重症児   

（者）入院診療加算】（1日につき）   （者）入院診療加算】（1日につき）   

1 超重症児（者）入院診療加算   1 超重症児（者）入院診療加算  

300点  6歳未満  600点   

6歳以上  300点  

2準超重症児（者）入院診療加算  2準超重症児（者）入院診療加算   

100点   6歳未満  200点  

6歳以上 100点  
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【緊急課題－1（産科・小児科への重点評価について）一（診】  

障害児等のリハビリテーションの充実・拡大  
骨子【緊急課題－1－（4）（5）】  

第1御方   

1 障害児（者）リハビリテーション斜について、特殊性や専門性を考慮し診療  

報酬上の評価を引き上げる。また、実際に一定の割合以上障害児（者）を受け  

入れ、専門性の高いリハビリテーションを行っている施設を対象施設に追加  

する。  

2 失語症などの言語障害に対する治療については、個別療法を実施した場合  

に脳血管疾患等リハビリテーション料を算定することとしているが、集団で  

実施するコミュニケーション療法にもー定の効果が期待できることから、診  

療報酬上の評価を行う。  

だし、加齢に伴う心身の変化に起屈する疾  

病のものを除く。）であること  

［施設基準］  

・病院60ポ以上、診療所45n了以土  

（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別   

療法室8ポ以上を別に有していること）   

［施設基準】  

・60ポ以上  

（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別   

療法室8ポ以上を別に有していること）  

2 言言吾障害のある患者（脳血管障害等による失語、構音障害や小児の発達障  

害によるもの等）を対象に、集団でコミュニケーション療法を実施した場合  

についての評価を新設する。  

抑ミュニトション枢一 

1。まで根可，  

［算定要件］  

1専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士（又は医師）と患者が  

1対複数で20分以上訓練を行った場合に算定する  

2 実施単位軌ま言語聴覚士1人当たり1日のぺ54単位を限度とし、訓練時間が20  

分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする  

3 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所  

定点数のみにより算定する   

［施設基準］  

1現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（看）リハビリテーション料を  

算定する施設で、専用の集団療法皇を備えていること  

2 専任の常勤医師が1名以上いること  

3 言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が1名以上いること  

［対象患者］  

脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（者）リハビリテーション料の算定  

対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの  

第2 具体的な内容   

1 現行の障害児（者）リハビリテーションの評価について見直し、さらに、  

一定以上の割合で障害児（者）を受け入れ、専門的な障害児（者）に対する   

リハビリテーションを行っている施設を評価の対象に追加する。  

現 行   改正案   

【障害児（者）リハビリテーション料】   【障害児（者）リハビリテーション料】   

（1単位）   （1単位）   

6歳未満  190点   6歳末満  220点   

6歳～1B歳  140点   6歳～18歳  190点   

18歳以上  100点   18歳以上  150点   

一患者1人につき1日6単位まで算定する  ・患者1人につき1日6単位まで算定する   

〔算定要件】  【算定要件］  

以下の各号のいずれかに該当すること  

児童福祉法に規定する肢体不自由児施設    1児童福祉法に規定する肢体不自由児施設   

及び重症心身障害児施設又は国立高度専門  及び重症心身障害児施設又は国立高度専門   

医療センター及び独立行政法人国立病院機  医療センター及び独立行政法人国立病院機   

構の設置する医療機関であって、厚生労働  構の設置する医療機関であって、厚生労働   

大臣の指定するもの   大臣の指定するもの  

Z当該施設でリハビリテーションを実施さ  

れる患者が、主として脳性麻痔等の患者（た  

12   



【東急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－（か】  

勤務医の負担軽減に資する地域での機能分担の  
促進に係る評価  

骨子【緊急課題－2－（2）】  

第1 基本的な考え方  

病院勤務医の負担軽減に資するため、軽症の救急患者を地域の身近な診療  

所において受け止める観点から、診療所における夜間、早朝等における診療  

の評価を新設する。  

【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－②】  

小児の時間外等の外来医療の評価  
骨子【緊急課題－2－（3）】  

第1 基本的な考え方  

小児科における病院勤務医の負担軽減を図るため、診療所が時間外を含め  

た小児科の外来医療を担うことを更に推進するため、小児科の外来に係る診  

療報酬上の評価を引き上げる。  

第2 具体的な内容   

1 地域連携小児夜間・休日診療料の評価の引上げ  

地域連携小児夜間・休日診療料1  300点 → 350点  
地域連携小児夜間・休日診療料2  450点 → 500点  

2 小児科外来診療料の引上げ  

小児科外来診療科  

1 処方せんを交付する場合  

イ 初診時 550点 → 560点  
口 再診時 370点 → 380点  

2 1以外の場合  

イ 初診時 660点 → 670点  
口 再診時 480点 → 490点  

第2 具体的な内容  

夜間や休日における診療は、診療応需の体制を解いた診療所が急病等やむ  

を得ない理由により診療を行った場合に、時間外加算等として評価されてい  

るが、開業時間内に行う夜間、早朝等における診療について初・再診料に係  

る加算を創設する。  

（画（1）初診料夜間・早朝等加算  50点  

（亘（2）再診料夜間・早朝等加算  50点   

［算定要件］  

開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する  

1 平日においては夜間（18～22時）、早朝（6－8時）の診療  

2 土曜においては夜間等（12－22時）、早朝（6－8時）の診療  

3 日曜、祝日においては深夜以外（6～22時）の診療  

［施設基準］  

1 過30時間以上開業している診療所であること  

2 開業時聞を分かりやすい場所に掲示していること  

［補足事項］  

保険医療機関が診療応需の体制を解いた後において、診療を再開することを評価し  

た初・再診料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算の取扱いについては、現行のと  

おり  
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【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－③】  

地域で中核となる病院に勤務する医師の  
負担軽減の評価  

骨子【緊急課題－2－（4）】  

第1 基本的な考え方  

地域の中核病院として、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、   
精神科等を含む総合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機  

能、及び地域の他の医療機関との連携体制に基づく外来の縮小等の勤務医の  
負担軽減のための取組を評価する。   

第2 具体的な内寧  

【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－④】  

10対1入院基本料の見直し   

第1 基本的な考え方  

地域医療を担う多くの医療機関は、在院日数の減少により、短期間でより   
多くの患者に対して入院医療を提供することから、勤務医負担も大きい。こ   
のような地域の急性期医療を担う医療機朋に対する評価として、10対1入   
院基本料の評価を引き上げる。  

第2 具体的な内容  

④ 入 
院時医学管理加算 120点（1日につき、14日を限度）  

AlOO 一般病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1．269点  

AlO2 結核病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，161点  

AlO3 精神病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，209点  

AlO4 特定機能病院入院基本料  

1一般病棟の場合  

ロ10対1入院基本料1，269点   

2 結核病棟の場合  

ロ 10対1入院基本料1．161点   

3 精神病棟の場合  

口 10対1入院基本料1，209点  

AlO5 専門病院入院基本料   

210対1入院基本料 1，269点  

AlO6 障害者施設等入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，269点  

AlOO 一般病棟入院基本料   

210対1入院基本料 1．30q長   

A192 鯖核病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，192点  

AlO3 精神病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，240点  

AlO4 特定機能病院入院基本料  

1一般病棟の場合  

口10対1入院基本料1，300点   

2 結核病棟の場合  

口10対1入院基本料1，1寧j轟   

3 精神病棟の場合  

ロ 10対1入院基本料1，240点  

［算定要件］  

1特定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院であること  

2 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること   

（1）産科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療を提供しているこ  

と   

（2）精神科による24時間対応が可能な体制が取られていること  

3 病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整備されていること   

（1）外来診療を縮小するための体制を確保していること  

（2）病院勤務医の負遁の軽減に資する計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に  

対する医師事務作美補助体制、地域医療機関との連携体制、外来縮小計画等）を策  

定し、職員等に対して周知していること  

（3）特別な関係にある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握する  

とともに、勤務医負担の軽減及び医療安全の向上に資するための計画を策定し、職  

且等に対して周知していること（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直  

後の通常勤務について配慮すること等）  

4 急性期医療に係る実績を相当程度有していること  

入院患者のうち、全身麻酔件数が年800件以上であること  等  

※ 既存の入院時医学管理加算の要件は廃止する  

AlO5 専門病院入院基本料   

2 10対1入院基本料 1  300点  

AlO6 陣育者施設等入院基本料   

2 10対1入院基本料 1．300点  
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【緊急課題－3（病院勤務医の事務負担の軽減について）－①】  

勤務医の事務作業を補助する職員の  
配置の評価  

骨子【緊急課題－3】  

第1 基本的な考え方  

病院勤務医の負担軽減を図るため、地域の急性期医療を担う病院（特定機  

能病院を除く。）において、医師の事務作業を補助する職員（以下「医師事  

務作業補助者」という。）を配置している場合の評価を新設する。  

【緊急課題－2（診療所一病院の役割分担等について）－⑤】  

特定機能病院等の評価   

第1 基本的な考え方  

特定機能病院・専門病院に対しては、高度な医療を提供していること等を  

考慮し、一般病棟に係る入院基本料の14日以内の期間に係る加算を更に評  

価する。  

ただし、特定機能病院・専門病院の役割にかんがみ、入院時医学管理加算等  

の評価を行わない。  

第2 具体的な内容  
第2 具体的な内容   

1特定機能病院入院基本料（一般病棟）  
入院基本料等加算の新設   

医師事務作業補助体制加算（入院初日）  

1 25対1補助体制加算  旦与良＿畠  
2 50対1補助体制加算   185点  
3 75対1補助体制加算   130点  
4 100対1補助体制加算 105点  

（対届出一般病床数比での医師事務作業補助者の配置数による）  

現 行   改正案   

イ 一般病棟の場合   イ 一般病棟の場合   

（1）14日以内の期間の加算 652点   （1）14日以内の期間の加算 ヱ⊥旦畠   

2 専門病院入院基本料  

［算定要件］  

1地域の急性期医療を担う病院であって、医師が必ずしも自ら行う必要のない書類作   

成等の業掛こついて、医師以外の看に担わせることができる体制が整備されているこ   

と  

2 一般病床に入院した患者について、入院基本料等加算（入院初日）として評価する  

［施設基準］  

1病院勤務医の負担軽減に資する計画を策定し、院内掲示を行い、職長等に対して周   

知していること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえて、専従   

の医師事務作業補助者を配置していること。加えて、新規に医師事務作業補助者を配   

置する際には最低6ケ月の研修（職場内研修を含む。）を実施し、実際に病院勤務医   

の負担軽減に資する業務を遂行できる体制であること  

2 医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職と事務職属等と   

の間等での役割分担の推進について」（平成19年12月28日医政発第12280   

01号）にある、「2 役割分担の具体例（1）医師、看護師等の医療関係職と事務職   

員等との役割分担1）喜振作成等」に基づき、院内規程が整備されていること  

3 加えて、「診療録等の記載について」（昭和63年5月6日総第17号等）、「医   

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成  

18   

改正案   

現 行    改  イ 14日以内の期間の加算  452点  イ 14日以内の期間の加算  512点   
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【緊急課題－4（救急医療対策について）－①】  

救急医療の充実に係る評価  

第1 基本的な考え方  

18年4月21日医政党第0421005号等）、「医療情報システムの安全管理に   

関するガイドライン」（平成19年3月30日医政発第0330033号）等に準拠   

した体制が整備されていること  

4 以上の計画、体制整備に係る院内規程を文書で届け出ること   

［病院の担う機能と算定可能な医師事務作業補助体制加算の関係］  

骨子【緊急課題－4】   

救命救急センターでは、効率的な急性期医療の提供を目的として、入院初  

期より濃厚な医療を実施し、できるだけ早期に患者が一般病棟へ移行できる  

よう取組を行っている。そのため、極早期における手厚い医療が提供できる  

よう評価の仕組みを変更し、評価を引き上げる。  

病院機能   25対1  50対1  75対1  100対1   

第三次救急医療機関   （⊃   ○   ○   ○   

総合周産期母子医療センター   ○   ○   ○   ○   

小児救急医療拠点病院   ○   ○   ○   ○   

災害拠点病院   ×   ○   ○   ○   

へき地医療支援病院   ×   （⊃   ○   ○   

地域医療支援病院   ×   （⊃   （〕   ○   

緊急入院患者を受け入れてい  

る医療機関城   
×   ○   ○   ○  

第2 具体的な内容  

現行の救命救急入院料では、7日以内の期間について一律に評価している  

が、3日以内と4～7日以内に分けて、極早期の入院医療の評価を引き上げ  

る。  

現 行   改正案   

1 7日以内の期間   1 3日以内の期間   

イ 救命救急入院料1  9，000点   イ 救命救急入院料1  9，700点   

口 救命救急入院料2 10，400点   ロ救命救急入院料211．200点  

24日以上7日以内の期間  

イ救命救急入院料18．775点  

口救命救急入院料210．140点   

※ 年間の緊急入院患者数が200名以上の実線を有する病院（200名以上の緊急入院患者とは、  

特別の関係にある保険医僚機関等から搬送される患者等を除くものであること。）  

［医師事務作業補助者の業務範囲］  

1診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務   

作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研   

修のカンファレンスのための準備作業等）並びに行政上の業務（救急医療情報システ   

ムへの入力、感染症のサーベイランス事業等）への対応を医師の指示の下に行う  

2 医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医   

療概関の経営、運営のための基礎データ収集案務、看護業務の補助並びに物品運搬業   

務等については行わないこと  
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